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第３ 林業労働力の確保の促進に関する方針           

１ ． 第７ 期基本計画の計画期間  

 令和 8 年度か ら 令和 12 年度（ 令和 8 年 4 月 1 日～令和 13 年 3 月 31 日） ま で の 5 年間と す

る 。  

２ ． 第７ 期基本計画の基本方針  

 

 森林・ 林業基本計画で は 、 重点プ ロ ジ ェ ク ト の １ つに「 戦略的人材投資と 経営ビ ジ ョ ン 革新へ

の 支援」 を 掲げて い る 。第 7 期基本計画で は 、現場力や安全性を 引き 上げる「 戦略的な 人材投資」

と 、 多様な 主体と の 連携や新収益モ デル構築な ど を 組み込む「 経営ビ ジ ョ ン の 革新」 で 、 地域社

会に 貢献する 持続可能な 林業事業体の 経営力を 強化し 、 林業労働力の 安定的確保を 目指す。 そ の

た め の 林業従事者の 確保・ 育成・ 定着と 事業体の 強化を 図る 取組と し て 、「 新規就業者の 確保」、

「 林業従事者の 育成、技術の 向上」、「 雇用の 改善」、「 労働安全の 確保」、「 事業の 合理化、安定化」

の 5 項目を 「 基本方針の 柱」 と し 各種施策を 展開する 。  
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基本方針Ⅰ 新規就業者の確保 

（ １ ） 林業を 知っ て も ら う  

 ・ SNS やイ ベン ト を 通じ 幅広い 層に 森林や林業の 魅力を 積極的に 発信 

・ 移住や観光と の 連携 

・ 現場見学やイ ン タ ーン シ ッ プ の 機会を 提供 

・ 職業と し て の 「 林業」 への 認知度向上 

・ 就業イ メ ージ と の ミ ス マ ッ チ を 解消  

（ ２ ） 職業と し て の林業教育の充実 

 ・ 新規就業希望者向け 研修や教育プ ロ グ ラ ム の 充実 

・ キ ャ リ ア 形成支援 

（ ３ ） 林業事業体の情報発信の強化 

 ・ 県、 支援セ ン タ ー、 林業事業体が 連携し た 就業情報の 発信 

・ 林業の 魅力あ る 職場を Ｐ Ｒ  

（ ４ ） 就業相談の充実 

 ・ 支援セ ン タ ーの 相談体制の 強化 

・ リ モ ート 相談や個別対応の 充実 

【 コ ラ ム ⑥ 】「 戦略的人材投資と 経営ビ ジ ョ ン 革新への 支援」 と は  

     ～群馬県森林・ 林業基本計画「 重点プ ロ ジ ェ ク ト ４ 」 ～ 

 人口減少が 続く 中で 、 雇用主が 従事者を 大切な「 資本」 と し て 捉え 、 処遇改善、 人材育成、 装備の

導入な ど 、 積極的に「 投資」 する こ と を 支援する と と も に 、 林業従事者が 自ら の 仕事に 誇り を 持ち 、

長く 安心し て 働く こ と が で き る よ う 、 処遇改善の 取組を 促進し ま す。  

森林整備や素材生産を 基盤と する 林業事業体が 、 組織全体で デジ タ ルス キ ル、 経営ス キ ル、 マ ネ ジ

メ ン ト 力の 向上 を 推進する 取組を 促進する と と も に 、 多様な 主 体と の 連携や新 た な 収益源の 創出、

人材の 確保・ 育成方針等を 取り 入れた 「 新た な 林業経営ビ ジ ョ ン 」 を 構築で き る よ う 支援し ま す。  

林業が 地域社会の 持続可能 性を 支 え る 産業と な る よ う 、 林業 事業体の 現場力・ 組織力及び 安全性

の 向上を 支援し ま す。  
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基本方針Ⅱ 林業従事者の育成、 技術の向上 

（ １ ） 基礎的技術の習得 

 ・ 緑の 雇用事業等を 活用し た 基礎教育の 徹底 

・ 伐木・ 造材な ど の 基礎技術の 習得 

・ 経営ビ ジ ョ ン に 基づく 林業従事者の キ ャ リ ア 形成支援 

（ ２ ） 現場責任者の育成 

 ・ OJ T を 充実さ せる た め 指導者や現場責任者の 育成 

（ ３ ） 作業内容や習熟度に応じ た 技術の習得 

 ・ 作業内容や経験に 応じ た 段階的な 技術習得機会の 提供  

・ I CT 導入、 DX 推進、 専門性の 高い オ ペレ ータ 等、 林業改革を 支え る 人材の 育成研修 

・ 技能検定制度を 活用し た 資格取得の 促進  

・ 経営ビ ジ ョ ン に 基づく 林業従事者の キ ャ リ ア 形成支援 

 

基本方針Ⅲ 雇用の改善 

（ １ ） 処遇改善の推進 

 ・ 雇用関係の 明確化 

・ 労働条件や給与な ど の 引き 上げに よ る 生活の 安定確保 

・ 社会保険・ 労働保険への 加入促進な ど 福利厚生の 充実 

（ ２ ） 人材育成と 安全への積極投資 

 ・ キ ャ リ ア 形成支援や安全装備の 充実な ど 人材への 投資 

・ 林業事業体の 意識改革・ 行動変容 

・ 求め る 人材像の 明確化 

・ キ ャ リ ア パ ス の 設定な ど 「 人材育成の 見え る 化」 推進  

（ ３ ） 安心し て 働け る 魅力あ る 職場づく り の強化 

 ・ 仕事への 意欲や組織への 誇り （ エ ン ゲ ージ メ ン ト ） やモ チ ベーシ ョ ン 等の 向上促進 

・ 多様な 人材が 長期的に 活躍で き る 環境整備 

・ 求職者か ら 選ばれ る 林業事業体の 育成 

 

基本方針Ⅳ 労働安全の確保 

（ １ ） 命を 守る 安全意識の徹底 

 ・ 事業主・ 従事者・ 関係者が 一丸と な っ て 労働安全衛生法やガ イ ド ラ イ ン を 徹底遵守 

（ ２ ） リ ス ク を 事前に排除する 安全対策の強化 

 ・ 安全巡回指導の 強化 

・ 緊急時の 連携体制の 整備 

・ 経験や年齢に 応じ た 研修の 実施 

・ 最新装備品の 導入 

・ リ ス ク ア セ ス メ ン ト や安全教育の 徹底 

（ ３ ） 心身の健康と 安心を 守る 職場づく り  

 ・ メ ン タ ル ヘル ス 対策や過重労働防止な ど の 健康管理の 充実 

・ 従事者が 心身と も に 安心し て 働け る 環境の 整備 
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基本方針Ⅴ 事業の合理化、 安定化 

（ １ ） 事業量の安定的確保 

 ・ 森林経営計画制度に よ る 施業の 集約化・ 団地化の 推進 

・ 森林経営管理制度の 活用 

（ ２ ） 労働生産性の向上 

 ・ 高性能林業機械を 高度に 活用し た 低コ ス ト 作業シ ス テ ム の 導入 

・ 伐採か ら 植栽、 保育に 至る ま で の 効率的な 作業シ ス テ ム の 推進 

（ ３ ） 新し い林業の実現に向け た 対応 

 ・ ス マ ート 林業、 林業 DX の 推進 

・ ぐ ん ま 森林・ 林業イ ノ ベーシ ョ ン プ ラ ッ ト フ ォ ーム （ 以下： も り ビ ズ ぐ ん ま ） 等を 活用し た 林業イ

ノ ベーシ ョ ン の 促進 

・ 新た な 収入源の 創出 

 

 

 

 

  

【 コ ラ ム ⑦】 エ ン ゲ ージ メ ン ト と は  

近年、 働き が い 向上の 施策と し て 注目さ れ て い る の が「 ワ ーク エ ン ゲ ージ メ ン ト 」 と 「 従業員エ ン ゲ

ージ メ ン ト 」 で す。 厚生労働省が 公開する 各種事業報告や支援ハ ン ド ブ ッ ク で も 、 ど ち ら も 組織づく り

の 重要な 要素と し て 位置づけ ら れ て い ま す。  

ワ ーク エ ン ゲ ージ メ ン ト と は 、 仕事に 対し て「 活力」「 熱意」「 没頭」 の 3 要素が 揃っ た 充実し た 心理

状態を 指し 、 個人と “ 仕事” の 関係に 焦点を 当て た 概念で す。  

一方、 従業員エ ン ゲ ージ メ ン ト は 、 組織と の 関係性、 すな わ ち「 組織への 貢献意欲」 や「 企業の 方向

性と の 一致」 を 意味する 概念で 、 個人と “ 会社（ 組織）” の 結びつき に 焦点が 当て ら れま す。  

こ の 両者が 高い 状態に あ る こ と で 、 従業員は 仕事に 意欲を 感じ る だ け で な く 、 組織の 一員と し て の 目

的意識を 持ち な が ら 働け る よ う に な り ま す。  

人手不足や働き 方の 多様化が 進むい ま 、 企業が 持続的に 成長する た め に は 、 従業員が「 こ の 仕事を し

た い 」「 こ の 職場で 働き 続け た い 」 と 思え る 状態を 作る こ と が 不可欠で す。  

ワ ーク エ ン ゲ ージ メ ン ト （ 仕事） と 従業員エ ン ゲ ージ メ ン ト （ 組織） の 両面か ら ア プ ロ ーチ する こ と

で 、 従業員が 主体的に 働く 力を 引き 出し 、 組織全体の 活力を 高め る 好循環が 生ま れま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 出典： 厚生労働省 HP）  
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３ ． 林業労働力の 確保に関する 数値目標  

 

（ １ ） 林業従事者数 

森林・ 林業基本計画で は 、 令和 12 年度ま で に 「 林業・ 木材産業の 自立」 に 必要な 林業従事者

を 800 人と し て い る 。  

 

指標 単位 
現状値 

（ R6）  

目標値 

（ R12）  

林業従事者数※1 人 701 800 

  ※1 林業従事者実態調査 

 

（ ２ ） そ の他の数値目標値（ 指標値）  

 第 7 期基本計画に おけ る 林業従事者数以外の 目標値に つい て は 、 森林・ 林業基本計画に 掲げる

数値目標と する 。  

指標 単位 
現状値 

（ R6）  

目標値 

（ R12）  

高性能林業機械稼働台数※2 台 241 250 

素材生産性の向上率※3（ R1： 5. 74m3/人・ 日）  

（ 意欲と 能 力の あ る 林業経営者の 平 均素材生産性 m3／ 人・ 日 ）  
％ 

116 

（ 6. 66）  

150 

（ 7. 62）  

ス マ ート 林業に 取り 組む事業体数※4 事業体 6 16 

林業従事者（ 現場技能者） の 平均年収※5 万円/年 409 500 

新規就業者数※6（ 10 年間の 累計）  人 466 580 

死傷者数の 減少率※7 

（ R1: 18 人/年次）（ 年間死傷者数）  
％ 

22 

（ 14 人／年）  

30 

（ 12 人／年）  

※2 林業振興課業務資料 

※3 林政課業務資料 

※4 林政課業務資料 

※5 林政課業務資料 

※6 林業従事者実態調査に 基づく 集計 

※7 群馬労働局発表 

 

 

  


